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１１/２１（金）開催 『令和７年度最新版 年収の壁 昇給の壁 対策セミナー』 受講申込書

〈講師プロフィール〉

せきもと まこと

関本 誠氏

・ブレイン綜合社会保険労務士事務所代表

・社会保険労務士

民間企業３社にて、約９年の人事労務部門での職務(労務管理・

採用・研修等)を経験した後、平成20年に社会保険労務士事務

所を設立し、起業する。起業後は、各企業での労使間のコミュニ

ケーション不足を起因とする労務諸問題の解決に従事する。なか

でも「ハラスメント問題」については早期から積極的に取組み、

様々な解決策を提起する。コロナ前の「空前の人手不足」と言わ

れる時代に直面し、求人広告に多くの費用を投じる手法にあえて

逆行し、コストを掛けず「ハローワーク求人だけで34人の応募」を

実現する等、多くの企業から好評を博している。

令和７年度最新版

１１月２１日（金）
１４：３０～１６：３０

２０２５年度の税制改正に盛り込まれる“年収の壁”の引き上げや、社会保険関連の壁にまつわる制度変

更、また政府が推進している賃金引上げとその障壁について、対策と企業の実務対応をわかりやすく解説

します。併せて知っておきたい政府の支援策もご紹介します。

-主な講座内容-

・「年収の壁」結局どうなった？

・経営者の賃金に関する悩み

・従業員は給与について、どう感じているのか？

・上手な給与の決め方４つのポイント

・助成金等、政府の支援策

※法改正の状況により、講座内容を変更する場合があります。

事 業 所 名 Ｔ Ｅ Ｌ

所 在 地 メールアドレス

受 講 者 名
（複数ご参加可能）

旭川商工会議所 行 ⇒ FAX：０１６６-２２-２６００ （申込日： 年 月 日）

◆会場 道北経済センター 2階中ホール

(旭川市常盤通１丁目 旭川商工会議所)

◆受講料 無料 (会員・非会員 問わず)

◆対象 中小・小規模事業者

◆定員 30名 (先着順)

<お申し込み方法>

必要事項をご記入いただき、 ＦＡＸもしくはQRコードにて
お申込みください。

〈 主 催 〉 旭川商工会議所


